
別紙３

公正取引委員会の一般消費者向け
広報活動 今後 取組に広報活動の今後の取組について
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一般消費者向けコンテンツの作成（４月21日公開）

トップページ
（http //www jftc go jp/ippan/index html）

コンセプト

普段の暮らしに関連し （http://www.jftc.go.jp/ippan/index.html）普段の暮らしに関連し
た事例を中心に解説

目で理解一目で理解

内容

競争の必要性

独占禁止法の規制内容

公正取引委員会の役割公正取引委員会の役割

事例紹介
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子供向けコンテンツの作成（４月21日公開）

トップページ
（htt // jft j /kid /i d ht l）

コンセプト
（http://www.jftc.go.jp/kids/index.html）

マンガで楽しく理解

動きのある演出で飽動きのある演出で飽
きさせない

内容

マンガ（ l h形式）マンガ（Flash形式）

クイズ

壁紙ダウンロード
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分かりやすいコンテンツの作成

違反事件を分かりやすく説明するコンテンツの作成（対象違反事件を分かりやすく説明するコンテンツの作成（対象
商品・サービスのイラスト化など）

(例）イラスト例

水門設備工事の入札談合事件
排除措置命令・課徴金納付命令（平成19
年3 月8 日）年3 月8 日）

国土交通省のダム用水門設備工事
9 社総額5 億1,227万円

国土交通省の河川用水門設備工事
12社総額4 億1,359万円

水資源機構のダム用水門設備工事
6 社総額2 億8,672万円

農林水産省の水門設備工事
8 社総額4 億5,875万円

公正取引委員会は，平成19年３月８日，
省 び水資 機構 官
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国土交通省及び水資源機構に対して官
製談合防止法に基づき改善措置要求



中高生を対象とした出前授業（独占禁止法教室）の授業内容

出前授業（独占禁止法教室）の積極的な開催（Ｎｏ． １）

派遣講師

実務経験を積んだ公正取引委員会の中堅職員を派遣

自らの実務経験やエピソードなどを説明に織り込みながら 分かりやすく説明自らの実務経験やエピソ ドなどを説明に織り込みながら，分かりやすく説明

使用教材

市場の役割と公正取引委員会の活動を分かりやすく解説したビデオ・DVD

学 指 成 教学習指導要領に準拠して作成した副教材

パワーポイント資料（キーワード解説，身近な事件の分かりやすい説明など）

一方的な説明中心ではなく，生徒が参加しながら学べる双方向の授業内容が好評方 な説明中 な ， 徒 参 な 学 る双方向 授業 容 好評

生徒が企業経営者の立場になって，ライバル企業との競争方法を考え，競争の必要性
を学ぶ参加型のシミュレーションゲームの実施

公正取引委員会の模擬立入検査 模擬事情聴取の寸劇を実演し 生徒や先生も参加公正取引委員会の模擬立入検査，模擬事情聴取の寸劇を実演し，生徒や先生も参加

出前授業（独占禁止法教室）の感想

企業が競争をしているから，私達が安くて良い商品が買えることが分かりました。（生徒）

カルテルは企業は儲かるが，消費者は損することがよく分かりました。（生徒）

模擬立入検査やゲームで公正取引委員会の実際の仕事が分かりました。（生徒）

将来関係してくることなので勉強できてよかったです。（生徒）将来関係してくる なので勉強できてよ たです。（ 徒）

ルールの大切さが生徒によく伝わったと思います。（先生）

生徒が参加しながら学べる授業内容は素晴らしいです。（先生） 5



出前授業（独占禁止法教室）の積極的な開催（Ｎｏ． ２）

キーワードを学習 シミュレーションゲーム
クラスを販売店グループと消費者グループに分け，クラスを販売店グル プと消費者グル プに分け，
販売店は「２万円値下げ」，「２年間保証」などのサー
ビス内容等が書かれた競争カードから他店よりも多く
の消費者を獲得できるカードを選び発表。消費者は
示されたサービス内容を見てお店を選ぶ。
※裏の手カードには独占禁止法違反行為が記載

身近な事例紹介

※裏の手カードには独占禁止法違反行為が記載

競争カード

～競争がある市場～

裏の手カード

～競争がない市場～

模擬立入検査・事情聴取

競争 ある市場

企業がサービス，価格，デザイン，
機能などで競争する

競争 な 市場

企業が私的独占，カルテルなど
の独占禁止法違反行為を行う

・より良い商品ができる

・より安い価格で購入できる

サ ビスが充実する

・良い商品が開発されない

・価格が高いまま

消費者利益の確保 ・消費者に不利益

・サービスが充実する
価格 高

公正取引委員会
監視・指導
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まとめ・ 質疑応答

・消費者利益の確保
・日本経済の活性化・発展

・消費者に不利益

・日本経済の発展の妨げ



出前授業（独占禁止法教室）の全国各地での開催状況

出前授業（独占禁止法教室）の積極的な開催（Ｎｏ． ３）

出前授業（独占禁止法教室）の全国各地での開催状況

平成１４年度～平成２１年度の累計
・開催回数：全国１９０か所（中学校１４３ 高校１０ 大学３７）
・参加者数：約１．４万人
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25
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

中学生 １７回 ２０回 ２５回 ２６回
高校生 ０回 ２回 ６回 ２回
大学生 ６回 ４回 ８回 １９回

参加者数：約１．４万人

15

20 大学生 ６回 ４回 ８回 １９回
合計 ２３回 ２６回 ３９回 ４７回

193

2
10

15

19

10

15
9

3

2 9
9

5
8

0 1 2

7

4

8

1 0 0 1 2 3

0 0 0
2

0

3

8

2 1 2 1 0 1 1
3 4

2 3
5 4

2 2 3 2
4

0

7

0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 1 1 0 0 0

1 3
1

0 00
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 山 長 富 石 岐 静 愛 三 福 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖

7

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

山
梨
県

長
野
県

富
山
県

石
川
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

福
井
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

中学 高校 大学



一般消費者向け独占禁止法セミナー

一般消費者向けの対話型・参加型イベントの開催

般消費者向け独占禁止法セミナ

一般消費者との意見交換会

消費者団体主催のセミナーへの講師派遣消費者団体主催のセミナ への講師派遣

庁舎見学ツアー など
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「一日公正取引委員会」の各地における開催

（例）九州事務所（平成22年２月開催）（例）九州事務所（平成22年２月開催）
一般消費者との懇談会，独

占禁止法教室，独占禁止法占禁止法教室，独占禁止法

等の講演会等を実施

長野市（平成22年11月）長野市（平成22年11月）

宮崎市（平成23年２月）

その他２か所程度を予定
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